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農林水産省政策評価会林野庁専門部会 議事録

１．日 時 平成１６年３月８日（月）１５：００～１７：１０

２．場 所 林野庁林政部会議室（本館７階）

３．出席者 林野庁専門部会委員

太田委員、亀山委員、高橋委員、野村委員、浜田委員、平倉委員

農林水産省政策評価会委員

大木委員、大山委員

林野庁

林野庁長官、企画課長、経営課長、木材課長、

計画課長、施工企画調整官、整備課長、治山課長

４．議事録

（太田座長）

ただいまから農林水産省政策評価会林野庁専門部会を開催いたします。

まずはじめに、委員の出席状況ですが、本日は、専門部会委員６名のほか、農林水

産省政策評価会委員の大木委員及び大山委員のご出席を頂くことになっております。

、 、 。大木委員及び大山委員は 経営局専門部会が３時まであるため 少し遅れる模様です

また、まだ浜田委員が来られていませんが出席、野村委員は１５分程遅れる模様でご

ざいます。

それでは、林野庁長官よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。

（林野庁長官）

林野庁長官の前田でございます。一言ご挨拶を申し上げます。農林水産省の政策評

価会委員の皆様方、並びに林野庁専門部会の委員の皆様方におかれましては、大変お

忙しい中ご出席賜りましてありがとうございます。本日は、お手元に大変膨大な資料

で誠に恐縮でございますが、平成１６年度に新たに実施いたします事業の事前評価及

び１５年度の補助事業の期中及び完了後の評価結果につきましてご説明申し上げまし

て、委員の皆様方からご意見を頂くことといたした次第でございます。

事業評価につきましては、林野庁では、平成９年に林道関係事業におきまして費用

対効果分析を導入いたしまして、以降順次対象事業を拡大して参ったところでござい

。 、 、 、ます その後 １４年の４月にいわゆる政策評価法が施行されましたことから 現在

同法に基づき作成しました農林水産省政策評価基本計画等に従いまして評価を実施し

ているところでございます。

一方、昨年末に閣議決定されました平成１６年度の予算編成方針にございますよう

に、公共投資の効率性、透明性を図って参る観点から、事業評価のより適切な実施が



- 2 -

求められておりまして、林野庁といたしましても、更なる取組を進めて参りたいと考

えている次第でございます。

ご案内のとおり、林野庁といたしましては、近年の森林・林業に対する国民の要請

、 、 、が益々多様化 高度化している中で 平成１３年に新たな森林・林業基本法に基づき

森林の多面的機能の持続的発揮を新たな基本理念に掲げまして、その実現に向けて、

森林の将来にわたる適切な管理に努めているところでございます。その一環といたし

まして、１６年度におきましては、緑の雇用担い手育成対策を含め、地球温暖化防止

森林吸収源１０カ年対策の着実な実施に努めているところでございます。

また、林野公共事業の長期計画でございます森林整備保全事業計画、これはかつて

の治山事業５カ年計画と森林整備事業計画という２つの公共投資基本計画を統合しま

して、１本の公共投資計画としてやるということで、この作成につきまして、現在、

作業を進めているという状況でございます。

このような政策を効果的に進めていくためには、政策評価を的確に実施していくこ

とが必要であるということでございます。

委員の皆様方におかれましては、政策評価の客観的かつ適切な実施を確保するとい

う観点から、忌憚のないご意見を賜ればとお願い申し上げる次第でございます。

簡単ではございますが、本会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

（太田座長）

長官、どうもありがとうございました。

それでは、議事に入ります前に、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。

（企画課長）

企画課長の新木でございます。お手元に用意しております資料につきまして、資料

一覧でご確認を頂きたいと思います。まず、資料１の１と１の２が政策評価の動向に

関するもので、次に資料２の１から２の５までが平成１６年度事前評価のうち林野公

共事業等の事前評価に関するものでございます。それから、資料３が同じく事前評価

のうち、林業・木材産業構造改革事業に関するものでございまして、３の１から３の

３までございます。資料４が期中の評価及び完了後の評価に関するものでございまし

、 。 、 。て ４の１から４の４までございます そのうち ４の４は４つに分かれております

また、４の２、４の３、４の４には、参考として代表事例を添付しております。膨大

な資料ですので、ない資料等がありましたら、おっしゃっていただければすぐにお届

けいたしますので、よろしくお願いいたします。

（太田座長）

どうもありがとうございました。ちょっと資料が多いですが、早速、議事に入りた

いと思います。

本日は、まず、政策評価の動向について報告を受け、その後、平成１６年度に新た

に実施する事業の事前評価及び平成１５年度の補助事業の期中及び完了後の評価結果

について、各委員からご意見を頂くことにしたいと思います。



- 3 -

それでは議事次第に従いまして進めたいと思います。まず、議事の１、政策評価の

動向について、事務局より報告をお願いいたします。

（企画課長）

企画課長でございます。資料１の１をご覧頂きたいと思います。ここでは、政策評

価の動向の一番目といたしまして、農林水産省政策評価に関する１６年度の実施方針

をご説明いたしたいと思います。この資料は、１６年２月６日付けとなっております

が、政策評価会の委員の方々には、先週３月４日の政策評価会でご説明いたしたとこ

ろでございます。ポイント的にご説明いたしますと、まず基本的な考え方でございま

すが、これは２以下の要約的なものとなっておりますので、後程、お読みいただけれ

ばと思います。

２の（１）の実績評価でございますが、ここに書いてありますように、政策ツリー

として、政策を体系化いたしました１５年度の政策評価のシートに基づきまして、農

林水産省が行う政策評価全般にわたる主要施策を対象にして実施するということでご

ざいます。政策ツリーにつきましては、５頁以下につけておりますが、政策分野を大

目標、中目標、そして政策分野というようにツリーの形で整理いたしております。こ

れに基づきまして、実績評価を行っていくということでございます。

次に、政策手段別評価でございます。これは先程見ていただきました政策分野を構

成する政策手段、具体的な事業を対象に評価を行っているものでありまして、２行目

に書いておりますが、農林水産省政策評価基本計画の対象期間である１８年度までに

既存の政策手段の全てを評価するということにいたしているところでございます。そ

の評価対象でございますが、２頁にア、イ、ウ、エ、オというように対象となる政策

手段を列挙してございます。例えば、アは２年連続Ｃとなったもの、イは超過達成し

たもの、ウは前年度の手段別評価で「来年度改めて有効性や効率性の検証が必要があ

る」と評価されたもので、このア、イ、ウは昨年度も同じでございますが、特に今回

はエとオが加わりまして、エは今後３年間で残りの全ての政策手段についての評価を

行う観点から各局庁が指定した政策手段、オは基本計画の見直し、ここでは農業の基

本計画の見直しでございますが、これを踏まえて企画評価課長が選定したものを対象

とすることになってございます。なお書きは、他の政策評価等で実施するものは対象

から除くということになってございます。

次に （３）の事業評価でございます。これが、今回皆様方にお集まりいただきま、

して、私どもとしていろいろとご議論頂きたい、いわゆる個々の事業実施地区を対象

としました評価でございまして、事前評価、期中の評価、完了後の評価と分かれてい

るわけでございます。これにつきましては、政策評価会専門部会等の知見の活用を徹

底するということで、皆様方のご議論をしっかり踏まえてやっていくということでご

ざいます。

それから （４）の総合評価でございますが、これは、大きな施策のまとまりにつ、

きまして、特別に実施していくものでございますが、平成１６年度におきましては、

ここに書いてありますように 「食料自給率の目標の達成状況の検証 「耕地利用率、 」、

の目標の達成状況の検証 「望ましい農業構造の確立の検証」の３つをテーマにした」、
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いということでございます。これは次の頁にありますように、農業の基本計画の見直

しが既に着手されておりまして、それに評価結果を活用していくということでござい

ます。なお、１５年度からは 「技術開発の経済的効果」と「土地改良事業の効果」、

を実施しておりまして、それにつきましては、さらに中間報告を行って、１６年度中

に評価を終了するということでございます。因みに、林野庁におきましても、森林・

林業基本計画を平成１３年の１０月に策定しておりまして、その見直しが５年後の平

成１８年の秋になりますので、それに向けまして、総合評価を活用していきたいと考

えております。

次に事前評価でございます。これは昨年から試行的に実施しているもので、要する

に翌年度の新規・拡充施策を対象とした政策評価でございます。昨年度は、全ての新

規・拡充施策を対象に事前評価を行ったわけでございますが、非常に大変な作業であ

るとともに、それだけの効果があったかという反省もあるわけでございます。そのた

め、１７年度の新規・拡充事項につきましても、事前評価に取り組むわけでございま

すが、評価の質的向上を図るために評価対象を重点化するということで、企画評価課

と予算課が評価対象を調整し決定して行っていくということでございます。これにつ

きましては、事前評価を行いまして、秋の段階でまたお話していくということでござ

います。

、 、 。 、 、それから 次に 規制インパクト評価でございます これは ＲＩＡと申しまして

ちょっと耳慣れない用語でありますが、実は、今、規制の導入あるいは見直しという

、 。ことで 事前評価である規制インパクト評価というものが一つ課題になっております

規制の新設や見直しに当たりましては、どのような目的のために規制が行われ、それ

がいかなる効果をもたらし、どの程度の負担があるのかということを事前に定量的に

評価するという話が出ております。イギリス、アメリカ、オーストラリア等では、規

制の新規の導入、あるいは見直しについては、こういう政策評価が事前の段階で行わ

れておりまして、我が国におきましても、ここにありますように 「規制改革の推進、

に関する第３次答申」の中で、ＲＩＡにつきましては、１６年度から試行的に実施す

ることとし、その評価手法が開発された時点におきまして、法律のもとで義務付けを

図るということにいたしております。従いまして、農林水産省におきましても、規制

でございますので、私どもの官房の文書課と政策評価をやっております企画評価課が

相談しまして、試行的に実施するということでございます。

以上のような内容となっておりまして、平成１６年度におきましてもそれぞれの評

価、特に規制インパクト評価が新しいと思いますが、このような方針に基づき実施し

ていくということで、私からの説明を終わらせて頂きたいと思います。以上でござい

ます。

（太田座長）

ありがとうございました。続きまして、資料１の２につきましては計画課長からお

願いします。

（計画課長）
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計画課長の山田でございます。資料１の２、アウトカムに着目した新たな森林整備

の目標の検討状況につきまして、ご説明申し上げたいと思います。資料１の２でござ

、 、 「 」、いますが 森林の整備・保全にあたっては 森林の重視する機能すなわち 水土保全

「森林と人との共生 「森林資源の循環利用」という３つの方向に沿いまして、それ」、

ぞれに期待する役割に応じた整備・保全を推進しているところでございます。そのた

め、政策評価の目標につきましても、この３つの方向に沿った目標を設定することを

基本に、森林整備保全事業計画の検討状況を踏まえつつ、本年の夏頃までに新たな目

標を設定すべく検討を行っているところでございます。目標の検討に当たってでござ

いますが、政策評価の目標として備えるべき条件といたしましては、数値化が可能で

あること、インプットとの因果関係が説明できること、毎年度実績の把握が可能で数

値が変動すること、コストがかからないこと等がございます。しかし、森林の持つ機

能の特徴としまして、数値評価が難しい機能が多いこと、森林の生育期間の超長期性

により、単年度の変化量は少ないこと、短期的な施策の効果により機能が増加すると

いう側面よりも、政策を怠るとこれまでの政策によって増進された機能が低下すると

いった側面が強いこともございまして、そういうことを踏まえながら、事業の投入か

ら成果までの流れの中で、政策評価の目標として、どういう目標を設定していくこと

。 、が可能なのかということを今検討しております 次の頁をご覧頂きたいと思いますが

左側からインプットの投入部分、それからアウトプットの産出部分、そして成果の目

標という形で順番に書いておりますが、例えば水土保全では、治山事業や森林整備事

業などの事業の中で除間伐などがあるわけでございます。また、森林と人との共生で

は、同じような事業の中で、広葉樹植栽や樹下植栽ということがございます。それか

、 、 。 、ら 森林資源の循環利用では 林道・作業道の開設などがございます 現在の目標は

産出の２番目の項目の中にございます。実際、いろいろと施業をやっておりまして、

面積とか林道の延長というものを目標としておりまして、例えば、山地災害から保全

される森林の面積が１６万６千ｈa、複層林等多様な森林の造成とか、間伐実施面積

を５年間で１５０万ｈaという目標をつくっているわけでございます。これを今後、

成果目標という形で考えていくということでございます。水土保全につきましては、

下層植生等により土壌が保持され機能が維持される森林の割合がどの位あるのか、山

地災害から保全される集落数がどの位あるのかという形。森林と人との共生につきま

しては、先程申し上げたように、多様な樹種や階層構造を持つ森林への誘導割合がど

の位あるのとか、それから森林資源の循環利用につきましては、効率的な循環利用が

可能な森林資源量という形で示すことによって、成果目標に近づけていく。そして、

最終的には、一番右側の成果でございますが、下層植生等により土壌が保持され機能

が維持されている森林の割合が増加した結果として、森林の保水能力が向上している

とか、洪水・渇水等の発生件数が減少しているとか、河川の水質が向上しているとか

という国民の側に立った成果目標に向けて目標を変えていこうという努力を今してい

るところでございます。次の頁以降につきましては、参考にしていただければと思い

ますが、水土保全、森林と人との共生、資源の循環利用の考え方を整理しているもの

でございます。以上でございます。
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（太田座長）

どうもありがとうございました。ただいま、企画課長からは、１６年度の政策評価

に当たっては、林野庁としても、実施方針を踏まえ、評価結果の政策への反映を更に

徹底するための取組を進めていくこと。また、計画課長からは、新たな森林の整備の

目標については、水土保全、森林と人との共生、資源の循環利用という森林の機能が

適切に発揮され得る森林への誘導割合に着目した目標を検討しており、今後とも、森

林整備保全事業計画の検討状況を踏まえつつ、夏頃までに更に検討を進めることとい

うご説明でございます。これらにつきましては、いろいろとご意見があるかとは存じ

ますが、本日は時間の関係で報告を受けるだけということでございます。ご質問等が

ございましたら、事務局までご連絡頂ければと思います。今後、こういう議論をして

いくことになるであろうと思います。

、 、 、 。それでは 議事の２ 平成１６年度事前評価について 事務局よりご説明願います

（計画課長）

計画課長でございます。資料２の１の平成１６年度の林野公共事業等の新規採択の

方法についてご説明をいたします。平成１６年度の新規採択につきましては、林野公

共事業における事前評価マニュアルに定めております費用対効果分析、それからチェ

ックリストによりまして、事業の必要性、効率性、有効性の観点から総合的に評価を

行い、採択を決定することとしております。対象となる林野公共事業については、次

の頁の別表１でございまして、直轄事業では治山事業と森林整備事業、緑資源機構事

業、補助事業では、治山事業と森林整備事業でございます。非公共事業といたしまし

て、教育のもり整備事業、間伐等森林整備促進対策事業等という事業を対象に事前評

価を行うこととしております。

次に資料２の２が費用対効果分析関連の資料でございます。費用対効果分析につき

ましては、整備等に要する経費及び維持管理に要する経費と事業を実施した場合の効

果について貨幣化し、それぞれ現在価値化を行いまして、費用便益比を算出している

ということでございます。まず１の費用対効果分析の算定方法についてでございます

が、費用は、整備等に要する経費及び維持管理に要する経費について、現在価値化を

行い、総額を求めているわけでございます。便益については、事業を実施した場合の

効果について、整備する施設の耐用年数、若しくは森林が発揮する効果の期間に応じ

て貨幣化し、現在価値化を行い、総額を求めているところでございます。費用対効果

分析につきましては、こうして求めた便益と費用の総額を（３）の式に当てはめまし

て、いわゆるＢ／Ｃの値を求めて、結果としているということでございます （４）。

が分析の対象期間 （５）が社会的割引率でございますが、これは記載のとおりでご、

ざいます。続きまして、林野公共事業の主な便益の算定方法でございますが、２頁の

（１）にありますように林野公共事業の事業種別の主な便益という形で、水源かん養

機能、山地保全と順番に縦に便益が並んでおりまして、それぞれの事業の欄に、丸印

がついているのが、いわゆる評価に用いる便益になるわけでございます。この計算方

法につきましては、次の頁にありますが、水源かん養機能の便益については、洪水防

止便益、流域貯水便益、水質浄化便益の３つの便益の合計をまとめているわけでござ
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います。これにつきましては、少し詳しく申し上げますと、洪水防止便益につきまし

ては、四角の中に書いてございますが、事業を実施する場合としない場合の単位面積

当たりの雨水流出量の差に事業対象区域面積、治水ダムの減価償却費を掛けて便益を

求めまして、治水ダムで置き換えているということでございます。次に流域貯水便益

につきましては、事業を実施する場合としない場合の貯留率の差に年間平均降雨量、

、 。 、事業対象区域面積 利水ダムの減価償却費を掛けて便益を求めております それから

水質浄化便益につきましては、事業を実施する場合としない場合の貯留率の差に年間

平均降雨量、事業対象区域面積、単位当たりの水質浄化費、これは生活用水相当分に

ついては上水道給水原価、その他については工業的雨水浄化経費という形での単価を

掛けて便益を求めているということで、順次、山地保全、環境保全、災害防止便益と

いうように、５頁まで便益の算出方法について記載しております。一つ一つのご説明

は割愛させていただきたいと思います。

続きまして、資料２の３の森林整備関連非公共事業における費用対効果分析につい

てでございますが、内容は先程ご説明いたしました公共事業と一緒でございます。内

容的には、そこにございますように便益の計測、それから費用対効果の分析、次の頁

に入りまして分析の対象期間、それから社会的割引率、そして主な便益の森林整備促

進効果につきましては、いろいろございますが、公共事業と同じように、次の４頁の

水源かん養ならば治水ダムで代替するなどの形で求めていくということでございまし

て、最終９頁まで便益の算出方法について記載しております。

それから、資料２の４のチェックリストでございます。チェックリストの項目につ

きましては、１頁目の必須事項と２頁目の優先配慮事項の２つに大きく分かれている

。 、 、わけでございます 最初の必須事項でございますが 事業の必要性が明確であること

技術的可能性が確実であること、事業による効率性が十分見込まれていること、この

． 。点につきましてはＢ／Ｃが１ ０以上であることを基準としているわけでございます

それから優先配慮事項でございますが、事業で達成する目標に関する事項が１でござ

います。それから２が事業内容や実施体制等に関する事項で、各項目に従いましてチ

。 、ェックしていくということでございます 各事業ごとのチェック項目につきましては

、 、森林環境保全整備事業 農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業のチェックリスト

５頁までいきますと、森林居住環境整備事業のチェックリスト、こういう具合に、各

、 、事業ごとにチェックリストをつけているところでございますが 本日は時間の関係上

一つ一つの説明は割愛させていただきたいと思います。

続きまして、資料２の５の非公共事業における新規採択チェックリストでございま

すが、基本的には公共事業のチェックリストと同じでございます。一番最初に載って

いますのは、教育のもり整備事業におけるチェックリスト、それから３頁からが間伐

等森林整備促進対策事業、むらづくり維新森林・山村・都市共生事業のチェックリス

トでございます。

以上が平成１６年度林野公共事業等の新規採択の方法についてのご説明でございま

す。

（太田座長）



- 8 -

ありがとうございます。続きまして、経営課長にお願いします。

（経営課長）

経営課長の岡田でございます。林業・木材産業構造改革事業の概要につきましてご

説明いたします。この事業は平成１４年度に従来の事業を見直しまして実施している

ところでございます。資料３の１に基づきましてご説明いたします。本事業は、１の

、 、 、趣旨にありますとおり 森林・林業基本法に基づき 林業の持続的かつ健全な発展と

需要構造の変化に対応した林産物の供給・利用の確保を強力に推進する観点から、都

道府県ごとに作成されています林業・木材産業構造改革プログラムに即して、林業経

営や施業の効率化、木材産業の構造改革、しいたけの生産・流通体制の緊急整備など

を行う総合的な構造対策でございます。次に２の事業内容でございます。本事業にお

きましては （１）の路網の整備、高性能林業機械の導入など林業の生産性の向上に、

資する施設の整備及び森林空間活用施設等を整備する林業経営構造対策事業 （２）、

の木材産業の構造改革を踏まえて木材加工流通施設などを整備する木材産業構造改革

事業 （３）の品質・性能の明確な製品を安定的に供給するための木材の新しい流通、

・加工システムモデル整備事業、それから２頁に入りまして （４）のしいたけの生、

産流通の構造改革に資するしいたけ生産体制整備緊急対策事業、それから （５）の、

地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策としまして荒廃した里山林等の整備により生

産されます竹材の利用促進、繊維化あるいは高温炭化炉等の竹材の加工施設を整備す

る竹材利用促進緊急対策事業 （６）の地域材利用を促進するモデル的な木造公共施、

設や木質バイオマスエネルギー利用施設等を整備します地域材利用促進対策事業を内

容としております。それから、沖縄県におきましては （７）にありますとおり、沖、

縄林業経営構造改革特別対策事業を実施いたしております。事業内容のうち（３）と

（５）は、平成１６年度からの新たな取組みとなっております。

続きまして、資料３の２の平成１６年度の新規事業採択基準案につきましてご説明

いたします。まず、林業・木材産業構造改革事業につきましては、実施要領あるいは

運用通知が定められております。本事業につきましては、都道府県知事が事業計画を

作成し、林野庁長官に協議をし、その上で事業を実施するということになっておりま

す。

事業計画の作成にあたって必要となる主な要件ですが、第１といたしましては、新

規採択事業の内容が、都道府県ごとに作成しております林業・木材産業構造改革プロ

グラムに具体的に記載されていることを要件といたしているところです。各都道府県

ごとの構造改革プログラムは、国の森林・林業基本計画を踏まえまして、各都道府県

の実状に応じて、木材の供給に関する目標、これに関する各分野の個別目標、これを

実現するための林業・木材産業に関する具体的な取組を記載したものでございまし

て、全ての都道府県で作成をしております。新規事業につきましては、構造改革プロ

グラムに記載されているものだけを採択することにより、構造改革プログラムに示さ

れた目標の達成に資する施設整備への重点化が見込まれるものと考えております。第

２といたしましては、②にございますが、対象となる当該施設の事業計画に沿って、

５年後の目標数値が、例えば林業生産の高性能林業機械の導入でありますと、生産コ
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スト、あるいは生産量等の目標数値が構造改革プログラムが示します都道府県の目標

数値以上に設定されている等を採択要件にしております。この要件によりまして、当

該施設が、構造改革プログラムに示された都道府県の目標を満たす施設であるととも

に、生産性の向上や林業の担い手の定着等の具体的な効果が生じることが見込まれる

ものと考えております。第３といたしましては、地域関係者の意見を踏まえて、事業

計画が作成されていること。第４といたしましては、資金計画や用地の手当が明確と

なっており、計画が確実に実行に移されることが認められること。第５といたしまし

ては、計画に基づく施設の利用が確実であると認められ、十分な利用が見込まれるこ

と。第６といたしましては、過剰と見られるような施設整備を排除し、徹底した事業

費の低減が図られるようにという観点から、各施設については、原則として、上限建

設費を超えないようにということにいたしております。この具体的な上限建設費につ

きましては、平成１３年度から設定しているところでございまして、平成１６年度に

、 、つきましては 木材の新しい流通・加工システムモデル整備事業の新設に伴いまして

補助対象施設となりました合・単板加工施設の上限建設費を設定しております。上限

建設費につきましては、これまでの施設建設費の実績を勘案しまして、例えば、機械

の保管倉庫であれば、建築面積１㎡あたり１６万円と設定しておりまして、２００㎡

の倉庫ですと３,２００万円ということになるわけでございます。それから、⑦です

、 、 、 、が 収支を伴う いわゆる収入で支出を賄う施設につきましては 経営診断等により

健全な事業運営が確保されるということが認められること。また、新規事業計画にお

ける１施設当たりの事業費を制限するほか、補助残に対する自己資金が一定以上ある

こと、それから生産ラインの新たな増を伴う施設は、原則として、既にある事業年度

の目標までは実施しないということで、一定のたがをはめているわけでございます。

それから、最後に⑧でございますが、全ての施設の整備につきまして、事前評価とし

て、費用対効果の検証を行いまして、１.０以上になることとしているわけでござい

ます。

次に３頁の参考１の事業採択及び事業評価の体系でございます。左側に本事業採択

及び事業評価における観点を記載しております。必要性の観点では、都道府県構造改

革プログラムに記載されていること、有効性の観点では、施設の規模・性能が的確で

あること、効率性の観点では、投資効率が１.０以上であることといったことが観点

、 、 。 、になるわけでして その上で 事業採択を行うということにいたしております なお

本事業評価制度といたしましては、平成１２年度新規採択事業より導入しておりまし

て、全事業で事業評価を行うということにしております。また、先程の採択基準の⑧

で説明しました費用対効果分析につきましては、参考３に示す手法で実施していくこ

とで考えております。なお、事業内容で説明した事業のうち、地域材利用促進対策事

業につきましては、木材課が担当しておりますので、後程、木材課長から説明させて

いただきます。それから、費用対効果分析につきましては、１２年度から林道、作業

道及び生産関連施設について行い、その他施設についても、平成１３年度より導入い

たしており、昨年度との変更はございません。林道、作業道につきましては、公共事

業のものを準用いたしております。その他の生産関連の施設整備につきましては、製

品生産が増える効果、あるいは経費が節減する効果といったものを計上しまして、そ
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の算定方法は、この資料の中で示しております。

、 。 、 。次に 配分基準でございます 同じ資料３の２でございますが ２頁にございます

これは、優先的に採択を行うものについて、その基準を明らかにしております。平成

１６年度におきましては、①として周辺の民間投資需要が誘発されるほか多大な雇用

創出が期待できるもの、②として間伐材の利用促進等の木質資源の循環利用の課題に

対応したもの。③としてＩＴを活用した山村の情報化の課題に対応することを目的と

したもの。④として乾燥材のブランド化や、さらに、⑤として木材の新しい流通・加

工システムの構築に必要なモデル的整備に必要なもの。⑥としてしいたけの生産・流

通施設等の整備にかるもの。⑦として竹材加工施設等の整備にかかるもの。⑧として

木造公共施設の整備で、環境負荷の少ない社会経済システムの実現に資するもの。最

後に⑨として、木質バイオマスエネルギー供給・利用施設等の整備で、地球温暖化の

防止や廃棄物の排出抑制等に資するもの。こういったものを優先的に採択するという

ことを考えているわけでございます。本事業におきましては、この資料でご説明しま

した採択基準等により実施していくということで、事業採択における透明性を図り、

効率的な事業の実施を図るということを考えている次第でございます。

続きまして、資料３の３の平成１５年度林業・木材産業構造改革事業の新規認定施

設に係る事前評価の費用対効果分析の結果でございます。ここでは、一覧表とし効果

指数を載せてございます。各施設とも１.０以上になることをもって採択しているわ

けでございます。６頁は、具体的な事例といたしまして、福井県で林業生産用機械を

導入した場合の事例を記載しております。この例では、生産量の増大あるいは生産コ

ストの低減を図るということで、それぞれ生産増大効果、生産経費節減効果を効果項

目の算定に用いております。林業生産機械の導入によりまして、この例ですと、現在

の素材生産量が２,８９１ｍであるものを将来は３,４００ｍと約５００ｍ増加させ3 3 3

る効果があげられているところでございます。それから、生産経費の節減効果としま

しては、伐採、あるいは搬出等の経費が削減されまして、年間の節減経費１,１３０

。 、万円を節減効果として計上しているところでございます これらの効果額は目標年度

これは５年後でございますが、これを現在の価値に置き換えるように計算しまして、

その結果を妥当投資額として５,３８５万円としているわけでございます。これを総

事業費で除することによりまして投資効率を算定したところ１.７４という数字にな

るということでございます。これが具体的な事例の内容でございます。

以上で私からの説明を終了させていただきます。

（木材課長）

木材課長の河野でございます。林業・木材産業構造改革事業の経営課所管部分につ

いて、ただいま経営課長から説明がありましたので、私からは、地域材促進対策事業

に関しまして、費用対効果分析を中心にご説明をいたしたいと思います。

まず、資料３の１の２の事業内容でございますが、このうちの２頁の（６）地域材

利用促進対策事業の分が該当いたします。この地域材利用促進対策事業ですが、これ

は次の３頁の一番下の⑤を見ていただければわかりますように、一つはモデル的な木

造公共促進対策事業、もう一つは、モデル的な木質バイオマスエネルギー関連施設の
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整備ということで、大きく２つに分かれてございます。事業の位置付けにつきまして

は、今の３頁に書いてあるとおりでございます。

それから、新規事業の採択基準につきましては、資料３の２をご覧頂きたいと思い

ます。地域材利用促進対策事業の新規採択につきましては、林業・木材産業構造改革

事業の一部となっておりまして、基本的には、先程、経営課長から説明のあったもの

と同様の基準を適用しております。ただし、モデル的な施設整備につきましては、費

用対効果分析の中で、一部独自の評価項目を設定しておりますので、その部分につき

、 。 、 。 、まして ご説明させて頂きたいと思います まず １５頁をご覧ください ここでは

地域材利用促進対策事業における費用対効果分析の考え方について書いてございま

す。まず、目的の対象とする事業につきましては、地域材利用促進対策事業により整

。 、備する全ての施設を対象としております 第２の費用対効果分析手法でございますが

１の費用対効果の算定方法及び２の効果の定量的評価方法は、他の林業・木材産業構

造改革事業と同様なので、説明は割愛させて頂きまして、次の１６頁の３の計測効果

項目について、簡単にご説明いたします。まず、Ａの木造公共施設の整備に係る効果

。 。 、の内容でございます 分析項目は平成１５年度と同様となっております 具体的には

施設の利用により生じる効果としまして、交流・展示促進効果、住宅における地域材

需要拡大効果、それから公共施設における地域材需要拡大効果の３項目を設定してご

ざいます。それに加えまして、地域材を用いた施設の整備により生じる効果としまし

て、炭素貯蔵効果と炭素排出抑制効果の２項目を設定しております。さらに、その他

の事業の項目としまして、林業・木材産業所得波及効果と地域材供給体制整備効果の

２項目を設定しており、あわせて７項目につきまして、年効果額の総計をもとに、妥

当投資額を算出し、投資効率を求めているものでございます。これらの細かい算定式

につきましては、１７頁から掲載しております。

続きまして、Ｂの木質バイオマスエネルギー供給・利用施設等の整備に係る効果の

内容についてご説明いたします。１６頁でございます。効果項目は、これも平成１５

年度と同様でございまして、具体的には、生産向上効果、経費節減効果、雇用創出効

果、普及促進効果、炭素排出抑制効果、その他の６つを効果項目としております。こ

れらの効果の細かい算定式につきましては、１８頁に掲載してございます。

最後に、資料３の３の平成１５年度の費用対効果分析結果でございます。平成１５

年度につきましても、ただいまご説明しましたものと同様の手法で費用対効果分析を

行いまして、１.０以上のものを採択したところでございます。具体的には、計測効

果一覧、１頁から載っておりますが、この左側、事業名が地域材となっている欄をご

覧ください。９頁には、この中から具体的な分析結果の事例を載せてございます。こ

の施設は、先駆性のある木造公共施設の整備事業により整備した交流拠点となる施設

でございます。各計測項目ごとに規定の計算式に基づきまして測定値を算出し、合計

、 、 、しまして 投資効率は１.１１ということで １０頁の下に投資効率の総括において

このように算出しております。

この例のように、本事業では、いずれの施設につきましても、同様の手法によりま

して費用対効果を算出し、事業の効率性が認められる施設につきまして、採択を実施

しているところでございます。以上でございます。
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（太田座長）

各課長さん、どうもありがとうございました。

説明が非常に長かったわけででございますが、ただいまの説明につきまして、ご質

問・ご意見がありましたらお願いします。時間がございませんので、どこからでも結

構ですのでご発言をお願いしたいと思います。

では、高橋委員お願いします。

（高橋委員）

まず、費用対効果分析の基本的な考え方についてお聴きしたいと思います。

私としては、森林というのは生長期間が長い、植えてから伐期まで５０年、６０年

かかり、効果が遅れて発現するケースが多い。このため、手入れをした単年度に効果

が発現しないケースが往々にしてでてくると思います。

林野庁としては、総務省で考えている企業会計的発想の単年度に割戻して評価する

ことについて、どのように考えているのですか。

また、先程説明があったように、非公共事業の評価においても、公共事業評価で行

っている施設整備による直接効果、間接効果を代替費用で評価する考え方が、入って

きています。このように非公共事業に対しても、公共事業の評価手法を準用しながら

やっていくことは、手法論としてはやむを得ないと思います。しかし、非公共系にお

いても、林業構造改善事業や改良普及事業とかでは 「知識水準を高めていく 、ある、 」

いは 「学習効果が出てくる」ような効果があり、これらも効果が遅れてでてくるも、

のがあります。

林野庁としては、今後、このような効果をどのように扱っていくのか、全く排除し

てしまうのか、あるいは、将来的には取り入れていくつもりなのか、基本的なことを

教えてほしいと思います。

（計画課長）

森林の効果というものは、高橋委員は十分ご存じのとおりで、どうしても後から発

現されるので、それを単年度で割り戻し、単年度、単年度で見てもなかなか評価しづ

らいと思います。先程、成果目標の検討状況のところでご説明いたしましたが、要は

単年度における効果の変動が小さいものをどういうふうにきちっと評価していくの

か。これはかなり厳しいという面を持っているということを外に向かって強く主張し

たいのですが。一方、政府としては、統一的手法の中で、何かをつくっていかざるを

得ない。やはり他省庁との横並びを見ながら、ある程度その中で工夫していくという

ことになろうかと思っております。

（高橋委員）

いずれにしても、企業会計的な発想、株式会社では単年度会計の良さというのが非

常にあって、そのような評価を取り入れるべきではないかというのが、時代の要求だ

というのは分かります。しかし、国土管理の観点からすると、やはり単年度プラス累
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積効果を主張すべきではないかと思います。それが、今回、説明のあった森林の多面

的、公益的機能の効果を評価するうえで必要ではないかと思います。

（太田座長）

ありがとうございました。通常の単年度評価に埋没してはいけないというご意見

でした。何でも結構ですので、何かご質問はございませんか。分かりにくかったこ

とでも結構です。

では、大山委員お願いします。

（大山政策評価会委員）

ご説明のあった資料において、Ｂ／Ｃの計算方法とか、考え方がいろいろ出され

ております。この中で、Ｂ／Ｃについては、トータルの便益及び費用を現在価値に

換算して、Ｂ／Ｃを算出されている。しかし、数字として出すことによって、それ

が一人歩きして、単純にＢ／Ｃが１より低ければ悪く、反対に１より高ければ良い

というように、ある意味、誤解を招く場合もあります。

そのため、Ｂ／Ｃの算出に当たっては、例えば、割引率や還元率について、タイ

ムスパンをどれだけにするとか、いろいろな条件を変えて、やってみるとか、ある

いは、現在、トータルのＢ／Ｃだけを出しているが、林野庁の場合、効果項目が非

常に多いので、これを全部一緒にやるのではなく、効果や費用を地球環境や森林整

備などに分類して、それぞれの分類ごとにＢ／Ｃを算定してみるということも必要

ではないでしょうか。

例えば、割引率を２０年で見るとダメだが４０年で見ると良くなる、トータルで

見たＢ／Ｃはこうなるが、地球環境とか森林整備に着目した場合のＢ／Ｃはこうな

ると。そういう情報を工夫してもらい、わかりやすい形にすると林野庁らしくなる

と思います。

（計画課長）

ありがとうございます。先程、新たな森林整備の目標の検討状況のところでご説明

させて頂きましたが、森林というものは、一度失われるとその回復に超長期を要する

ことから、短期的な政策の効果により機能が増進するという側面もありますが、一方

で政策を怠るとこれまでの政策によって増進された機能が低下してしまうという側面

。 、 、もあります こういうところも 先生のおっしゃった形のもので何か工夫ができれば

もっと他の社会資本との違いを主張できるということだろうと思います。しかし、そ

れがなかなか難しくて、林野庁としても今まで苦労してきたところであります。その

点について、是非いい方法があればお教えいただければありがたいと思います。

（太田座長）

ありがとうございます。ただいまのご意見も、政策評価がスタートしてからまだ数

年なので、林野庁として、ここまでくるにも結構大変だったと思いますが、まだまだ

課題があるということを示していると思います。先程の遅れの効果など評価の方法に
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ついては、今後ともいろいろ考えていかなければいけないと思います。

（亀山委員）

私も全く同じことを感じています。林野庁が努力していることは分かりますが、

こういうやり方だけにのってしまうと、自らの首を絞めていくことになると思う。

Ｂに対する考え方、Ｃに対する考え方については、相当幅があって、地域によって

もいろいろと違うはず。このため、先程の説明のように、そのことを考慮せずに統

一的な手法でやるのではなく、これもあるけど、もうちょっと違うものもあるとい

うようにもう少し幅をもって考えておくことが必要ではないかと思います。

（太田座長）

ありがとうございます 「森林」は極めて特殊な分野であり、そのことを常に片方。

で考え続けなければいけないということが先程からのご意見です。

（野村委員）

同じことですが、マスコミの一人として感じていることは、先程までの意見にもあ

ったように、中途半端な形で、数字を出すことは、非常に恐いと思う。粗を探すとい

うと語弊がありますが、マイナスを見つけようと躍起になっている人達も多いので、

その点については、十分留意してほしいと思います。

（高橋委員）

企業会計の中でも環境会計を導入しようという動きがあります。環境会計も企業会

計ですので、単年度会計ではあるが、環境会計の中には、単年度でありながら環境保

全効果とか、例えば、温暖化防止への貢献という効果は代替費用で出している。そこ

でも、代替費用の設定の仕方で精度が大きく違ってくる。今回のことも、発想として

は同じだが、長伐期の５０年、６０年の効果の部分について、１０年、２０年という

初期の段階で出てくるものや、６０年になってやっと纏まって出てくる可能性がある

ものを、単年度で割り戻している。先程、大山先生もおっしゃっていたが、下限、上

限の設定の仕方で、説明不足になっているところもあると思います。

私、個人としては、単年度ということを国が要求するのであれば、併せて、累積効

果も出していくという戦略をとるべきだと思う。また、現段階では、遅れて出てくる

効果など、計測できない効果がまだたくさんあるということを示し、更に地域に応じ

て効果を選択していく。そういう手法論として使っていくことが必要ではないかと思

います。

（太田座長）

全体的な意見が沢山出されたわけですが、本日のところは、林野公共事業等の新

規採択の方法について、費用対効果分析の方法、チェックリストの項目、これらに

より、事業の必要性、効率性、有効性の観点から総合的に評価を行い、採択するこ

とは妥当だということ、また、林業・木材産業構造改革事業の新規事業の採択基準
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は妥当だということで良いでしょうか。

なお、林野庁においては、先程の委員の方々の意見を実現していくよう努力して

もらうということで良いでしょうか。

（ 異議なし」との声あり）「

それでは、議事の３、平成１５年度の補助事業の期中及び完了後の評価結果につ

いて、ご意見を頂くことといたします。事務局より説明願いいたします。

（計画課長）

計画課長でございます。資料４の１をご覧頂きたいと思います。まず、期中の評価

でございますが、新規採択後、原則として５年を経過した時点で継続中である事業実

施地区につきまして期中の評価を実施したもので、平成１５年度の民有林補助治山事

業につきまして５７地区で行っております。なお、直轄事業につきましては平成１５

年８月２９日に、また、緑資源機構の事業につきましては１２月１８日に別途公表を

行っているところでございます。この５７の補助治山事業につきまして （２）評価、

の視点に沿って評価した結果、５７地区全ての事業につきまして継続ということの評

価でございまして、詳しい内容につきましては、資料４の２で、後程担当課長からご

説明申し上げます。

次に完了後の評価でございますが、事業完了後概ね５年を経過した事業地区を対象

として評価を実施したところでございまして、補助事業における１５年度の評価実施

地区数は６１３、その内訳は、補助治山事業が１６６、森林整備事業が４４７という

ことでございます （２）評価の視点に沿って評価した結果につきましては、資料４。

の３、４の４について、個別地区毎の評価結果を添付しているところでございます。

詳しくは、それぞれの担当課長からご説明いたします。

（治山課長）

治山課長の上河でございます。まず、治山事業の期中の評価及び完了後の評価につ

。 、 、いてご説明いたします 治山事業でございますが 集中豪雨などの発生による荒廃地

それから荒廃の恐れのある箇所における治山施設の整備、それから山地災害機能の低

下した保安林における森林整備などを実施しているところであります。

まず、期中の評価でございますが、先程、計画課長がご説明いたしましたように、

原則として、事業採択後５年を経過した時点で継続中である事業実施地区につきまし

て、５年ごとに実施することとなってございます。今年度の評価では、５７地区対象

となっております。なお、事前に委員の皆様方にご送付しました資料では対象地区数

が７６となっておりましたが、その中には今年度の評価の対象外の地区も含まれてお

りましたので、精査した結果として１９地区の減になっております。資料４の２の一

覧表をご覧いただきたいと思います。ここでは、先程申し上げました５７地区の概要

を載せてございます。まず、この中味を見ますと、荒廃地の復旧整備などを行う復旧

治山事業や予防治山事業が１７地区。台風などの気象害により被災した保安林の機能

回復などを行う保安林改良事業が５地区。保安林の治山施設や森林整備を継続的に行

うために必要な道路整備を行う保安林管理道整備事業が１地区。山地災害が発生する
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可能性の高い箇所を総合的に整備する地域防災対策総合治山事業が７地区。水源地域

において荒廃地の復旧や荒廃森林の整備などを総合的に実施する水源森林総合整備事

業が２地区。潮害や飛砂、風害などから生活環境を保全するための海岸防災林造成事

業等が５地区。地すべり現象による被害の防止を図るための地すべり防止事業が２０

地区となってございます。これら５７地区につきまして評価を行いました結果、各地

区の全てについて、必要性、効率性、有効性が認められるということでございます。

また、費用対効果分析によりますＢ／Ｃについても、全て１を越えておりまして、各

。 、 、地区の平均は３.１となっております これらのことから これらの地区については

１６年度以降も事業を継続して実施していくことが妥当であろうと考えてございま

す。

なお、個別地区の評価結果でございますが、評価箇所数が非常に多いことから、本

日の専門部会では、このうち特に評価地区数の多い山地治山、地すべり防止、保安林

整備の中からそれぞれ１地区を代表例としてご説明いたしたいと思います。資料４の

２の代表事例という資料をご覧頂きたいと思います。

まず、整理番号１０番、復旧治山の大金沢地区でございます。この地区は、福島県

の西部、只見町の南東部に位置しておりまして、非常に風化しやすい、脆弱な地質と

なってございます。本事業の施工地の概要でございますが、資料の１頁の上段をご覧

頂きたいと思いますが、本施工地の下流には人家、県道、さらに一級河川の伊南川等

も保全対象でございまして、保安林の水土保全機能を高めることが重要な地域でござ

います。ところが、平成１０年の豪雨によりまして、今の１頁の下の写真に載ってご

ざいますが、大規模な山地崩壊、０.８５ｈａでございますが発生いたしまして、そ

の結果として、約１.３キロ下流の県道まで多量の土砂が流出するという被害が発生

いたしたところでございます。そこで、平成１０年から福島県が復旧治山事業に着手

いたしまして、２頁の上段の写真にございますが、先程の土砂の発生源であります山

腹崩壊地、これを森林に復旧するための山腹工事、下の写真にございますが、渓流に

堆積している不安定な土砂を固定するための谷止工の施工を行うことによりまして、

保安林の水土保全機能の回復を図る事業を実施しているところでございます。本地区

につきましては、豪雪地であることから、冬期間の施工ができず工事期間が非常に限

定され、また現場までの進入路の設置が必要であり、非常に幅が狭い谷の地形で資材

の運搬に制約があるということなどから、やむを得ず、着手から５年が経過している

ということでございます。それで、平成１５年度時点における費用対効果分析の結果

でございますが、１.７４という結果になってございまして、便益のうち一番大きい

ものは、山地災害防止便益になってございます。費用につきましても、先程の２頁の

山腹工事の写真をご覧いただきたいのですが、間伐材を利用したコスト縮減に努めて

おりますし、また、効率的な施設の配置ということについても十分な検討を行ってい

るところでございます。なお、本地区の周辺の保全対象につきましては、事業開始当

初と比べても大きな変化は見られていないということでございます。また、事業効果

につきましても、保全対象の上部に谷止工を設置することによりまして、渓流の中に

堆積した不安定土砂の流出防備が図られております。また、今後とも本事業により、

土砂の発生源である山腹崩壊の復旧を図り、保安林の水土保全機能を高めることが必
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要であると判断されるわけでございます。以上のことを総合的に判断いたしますと、

必要性、効率性、有効性の点につきましても認められますので、事業は継続というこ

とで判断したところでございます。

、 、 。続きまして 整理番号３の保安林改良 浅茅野台地の例についてご説明いたします

当地は北海道の東部、猿払村のオホーツク海沿岸から約１.５㎞内陸に位置しており

ます。昭和３１年に防風保安林に指定されまして、次の頁をご覧頂きたいのですが、

農地、これは採草牧草地でございます。それから国道、村道といったようなものがご

ざいます。それらを保全対象としている重要な森林でございます。しかしながら、１

頁の下段の写真をご覧頂きたいと思いますが、凍害ですとか、寒風害によりまして、

現地の保安林が被害を受けまして、このように疎林になっております。林床にはクマ

イザサが繁茂しているということから、現状のままでは後継樹の更新は困難であり、

保安林の機能低下が心配されるということでございます。そこで、平成１０年から北

海道が保安林改良事業によりまして植栽を行ってきているということでございます。

植栽については次の２頁をご覧頂きたいと思いますが、このようにクマイザサを刈り

払いまして、更にその周囲に防風垣を設置しアカエゾマツなどを植栽しております。

本地区につきましても、順次事業を進めているわけでございますが、整備対象面積が

約２０ｈａと非常に大きいということがございます。それに加え、２頁の中段の写真

をご覧頂きたいと思いますが、粘土層の下に地下水があるという非常に劣悪な条件に

なっております。そのために、水路工ですとか暗渠工といったような工事が必要であ

ることから、年間の施工面積が限られるということもありまして、やむを得ず着手か

ら５年が経過しているわけでございます。平成１５年度時点における費用対効果分析

の結果でございますが、６.１９ということになってございます。便益のうち一番大

きいものは、環境保全便益のうちの風害軽減便益になってございます。費用につきま

しても、工事を計画的に行う、適切な工期設定を行うほかに、先程写真でご説明いた

しましたが、防風垣などにも間伐材を利用するなど効率的な事業の実施にも努めてい

るところでございます。本事業の保全対象につきましては、事業開始当初と大きな変

化はございません。また、事業効果につきましては、先程の２頁の写真でご覧頂きま

したように、植栽木も順調に生育をしていることから、森林の復旧が可能と認められ

るわけでございます。以上、総合的に判断したしまして、必要性、効率性、有効性の

観点から、実施については継続が妥当という判断をしたわけでございます。

続きまして、整理番号４０の地すべり防止事業の奥上地区をご覧頂きたいと思いま

す。本地区は、島根県平田市の北東部に位置しておりまして、この土地の地質という

のは非常に風化しやすい地質であり、この風化によりまして、この資料の２頁の写真

ように下流に人家等がございますが、こういったところで地すべりが発生していると

いうことでございます。この地区では先程の人家をはじめ、多くの保全対象がござい

ます。また、３頁をご覧頂きたいと思いますが、この地区において、非常に多くの地

すべりが発生しておりまして、林野庁所管の地すべり防止区域もございますし、その

他に農林水産省、国土交通省所管の地すべり防止区域もあるということで、この地域

全体が非常に大きな地すべり地帯になっているということでございます。それで、昭

和３６年、３９年、４０年の豪雨によりまして、この地域の地すべり活動が活発とな
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り被害が発生したことから、昭和４３年から島根県が地すべり防止事業を実施してお

ります。地すべり防止工事の内容でございますが、２頁の中程の写真のように、この

地域の地すべりを誘発している有害な地下水の排除のための工事、それから、地すべ

りを抑えるためのアンカー工などを施工しているわけでございます。本地区につきま

しては、地すべりの危険性、保全対象等を考慮しながら、緊急度の高い地域から順次

施工しておりまして、各地域毎に概成を図っていけるわけでございます。しかしなが

ら、如何せん、この地域は地すべりをおこすブロックが非常に多い上に、潜在的な地

すべり地域も存在するということから、事業対象全体で見ますと、着手から３５年が

経過しているわけでございます。平成１５年度時点の費用対効果分析の結果につきま

しては１.１８ということになってございまして、一番大きい便益は災害防止便益に

なってございます。また、費用につきましても、対策工法の比較検討を行うことなど

によりまして、コスト縮減に取り組んでおりまして、効率的な事業を実施していると

ころでございます。本地域の周辺の保全対象につきましては、事業開始当初から大き

な変化は見られないということでございます。それから、事業効果でございますが、

概成した地域につきましては、地すべり活動は認められないことから、地すべり防止

のための工事は有効であるということが判断されるところでございます。以上のよう

に総合的に判断いたしまして、必要性、効率性、有効性の点から、事業実施につきま

しては継続が妥当と判断したわけでございます。

続きまして、資料４の３の完了後の評価についてご説明いたします。完了後の評価

につきましては、事業完了後、一定期間、概ね５年を経過した事業実施地区のうち、

今回は特に代表的なものにつきまして各都道府県の協力のもとに、１県当たり３件程

を選んでいただきまして評価を行ったわけでございます。その結果、１６６地区が今

年度の完了後の評価の対象になってございます。その内訳につきましては、一覧表を

ご覧頂きたいと思います。復旧治山や予防治山事業が７９地区、保安林改良事業が８

地区、地域防災対策総合治山事業が１８地区、水源森林総合整備事業や集落水源山地

整備事業が２７地区、積雪地帯で実施するなだれ被害を防止するためのなだれ防止林

造成事業が５地区、水源かん養や山地災害の防止に併せて生活環境の保全創出を行う

ための生活環境保全整備事業が２３地区、海岸防災林造成事業が５地区、地すべり防

止事業が１地区で、計１６６地区で完了後の評価を行ったところでございます。各地

、 、 、 。 、区の全てにつきまして 必要性 効率性 有効性が認められるものであります また

費用対効果分析におけるＢ／Ｃにつきましても、全て１.０を越えており、全て必要

な事業になるわけでございます。本日の専門部会では、このうち代表的なものを２つ

を選んでご説明申し上げたいと思いますので、資料４の３の代表事例をご覧頂きたい

と思います。

まず始めに整理番号１０９番、予防治山事業の小田地区でございます。本地区は、

岡山県の南西部の矢掛町に位置しておりまして、地質は風化が進んだ花崗岩でござい

ます。また、土壌層が薄く、岩が露出しておりまして、直下に人家などの保全対象も

あるわけでございます。１頁をご覧頂きたいと思いますが、平成７年に落石による災

害が発生し、斜面には不安定な状態にある露岩が点在しておりまして、再度、落石に

よる人家への被害等が懸念されるという状況になってございます。ご覧のように、落
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石が起こりそうな地域の直ぐ下には寺院、更にその下には人家があるという状況にな

っているわけでございます。このため、平成９年に岡山県が予防治山事業として、不

安定化した岩石を安定させるための山腹工を実施しております。山腹工につきまして

は、２頁をご覧頂きたいと思いますが、落石の危険性のある、亀裂の発生している岩

石、これをボンドで接着し、岩塊剥離による落石を防止するということと、ワイヤー

ロープを張りまして、不安定な岩塊を固定するということでございます。平成１５年

度時点での費用対効果分析の結果につきましては、５.２７となっておりまして、一

番大きな便益は災害防止便益となっております。また、費用につきましても、岩塊の

、 。状況に応じて工法を選択するなど コスト縮減に取り組んだということでございます

本地区の周辺の保全対象については、事業実施当時から大きな変化は見られないとい

うことになっております。それから、事業効果でございますが、次の３頁をご覧頂き

たいと思いますが、事業を実施した結果、落石の危険性が無くなったということに合

わせまして、写真をご覧頂くと分かりますように、植生の進入も見られるということ

で、随時森林の状態に復元しつつあるという状況になっているわけでございます。今

後とも、適切な保安林の維持管理によりまして、保安林の機能維持が図られるように

いたしたいということでございます。以上のことを総合的に判断いたしますと、必要

性、効率性、有効性については、いずれも認められる箇所であると言えると思ってお

ります。

次に、整理番号の７７の集落水源山地整備事業、宮ノ沢地区についてご覧頂きたい

と思います。本地区は、静岡県北西部の春野町に位置しておりまして、熊切川の上流

の水源地域にございます。この地区の周りでございますが、次の頁の写真をご覧頂き

たいと思いますが、この地域の重要な産業でありますお茶の栽培、それから、あなご

、 。の養殖の水源ということで この地域の沢水が水源になっているところでございます

ところが近年、豪雨によりまして山崩れが発生しまして、崩れた土砂が沢に流出する

ことから、濁水の発生が見られる。更には、現地の保安林の状況も悪化し、表土の流

出の恐れがあるということでございます。このため、平成７年から９年の３年間で、

静岡県が集落水源山地整備事業を実施いたしまして、山腹崩壊地を森林に復旧するた

めの山腹工、それから表土の流出を防止するために、下層植生が発達するよう、過密

化した森林について本数調整伐等を実施しているところでございます。平成１５年度

時点における費用対効果の分析の結果については、５.２７ということで、一番大き

な便益は水源かん養便益になってございます。次に費用でございますが、本数調整伐

によって伐採した木材を山腹斜面の表土の流出防備のための柵工に利用するなど、間

伐材の利用を進めコスト縮減を図っております。３頁をご覧頂きたい思いますが、本

数調整伐を実施した後の森林の状況でございます。森林の中に切り捨て間伐のように

見えるかもしれませんが、これは、先程申し上げました間伐材を利用した柵工で、こ

れによって表土の流出が抑えられたということでございます。本地区の周辺の保全対

象については、事業実施当時から大きな変化はないということでございます。それか

ら、事業効果につきましても、崩壊地が安定するとともに、本数調整伐によりまして

林床植生が発達し、土砂流出も抑えられるために渇水も発生せず、安定的に良質な水

が供給されているという状況になっております。以上のことを総合的に判断いたしま
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すと、必要性、効率性、有効性については認められる箇所であるということでござい

ます。以上で私の説明を終わらせて頂きます。

（整備課長）

整備課長の沼田でございます。それでは、資料４の４の森林整備事業の完了後の評

価結果につきましてご説明いたします。一覧表形式でまとめております。完了後の評

価を実施いたした箇所は４４７箇所でございまして、そのうちの林道関係が３９９箇

所、造林が４８箇所でございます。個別箇所の評価結果につきましては、完了後の評

。 、 、価個表として添付しております 資料４の４では 全体のリストを掲げておりますが

昨年も説明いたしたかとは思いますが、平成１４年に森林整備事業の事業体系が変わ

っておりまして、造林と林道と一体的にやっていくという観点で、森林環境保全整備

事業と森林居住環境整備事業等に再編しておりますので、新しい事業の形態に沿った

形で、完了後の評価の具体的な事業についても再整理しております。森林環境保全整

備事業につきましては、合わせて２０４件ございます。次の森林居住環境整備事業が

７６件、農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業が１６７件となっております。本

日は、こういった事業の中で、代表的な事例につきまして、ご説明いたしますので、

資料４の４の代表事例、平成１５年度森林整備事業における完了後の評価結果という

資料をご覧頂きたいと思います。

整理番号でいいますと森１ー１０４でございますが、森林環境保全整備事業、当時

は普通林道開設事業でございます。長野県下伊那郡阿南町で開設いたしました普通林

道の大沢線でございます。次の頁の位置図をご覧ください。長野県の南側で、いわゆ

る天竜川沿い山村地域でございまして、町の南側は愛知県に接している所でございま

す。この位置図でご覧頂けますように、北側の起点が町道の４３号線、終点側が県道

の深沢阿南線で、その間を結ぶ林道でございます。この黄色く囲った箇所が、この林

道の整備に伴って、利用、整備が可能となる森林の区域でございます。１頁に戻って

いただきまして、事業の概要・目的でございますが、その一番下に、開設延長５,２

６３ｍ、車道幅員２ｍでございますので、路肩を入れますと全体で３ｍということに

なります。利用区域内の森林面積は３８５ｈａでございまして、この全域が水土保全

林に区分されております。このうち、約半数の１９３ｈａが人工林で、その７割近く

の１３２ｈａがヒノキの人工林でございます。費用対効果としては３.５９となって

おります。事業効果につきましては、１頁の②に書いてございますが、ここはもとも

と林道がございませんでしたので、林道から５００ｍ以内の森林面積は、この区域の

７％位しかなかったものが、この林道の開通によって６０％になったということでご

ざいます。従って、森林へのアクセスが容易になり、森林整備の量も急増していった

と。そして、レクリエーション利用でありますとか災害時の迂回路としても機能した

ということでございます。見開きの資料をご覧頂ければと思いますが、少しカラーコ

ピーの色が出ていないかもしれませんが、利用区域内に右から左へ黒い線で書いてあ

るのが、この林道でございます。そして橙色から薄いピンク色が新たに植え付けをし

たり、下刈をしている箇所でございます。グリーンの部分が除・間伐、水色の部分が

枝打ちを行っている箇所でありまして、この区域につきましては、林道の開設に伴っ
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て、森林整備が急速に進んだということがお分かりいただけるかと思います。そうい

ったことで、４頁が整備前の状況の写真でございまして、５頁は林道開設後の写真を

載せております。このように間伐等も実施されたり、地元の小学生が遠足で使ってい

るということでございます。以上のように、非常に利用頻度が高いということでござ

います。評価結果といたしまして、必要性、効率性、有効性ともに認められるという

ことで、これは平成９年に終わった事業でございますが、森林整備としてかなり有効

ではなかったのかなと考えているところでございます。

次に６頁の森林居住環境整備事業ですが、当時は集落周辺森林整備事業という名称

でございました。この事業につきましては、中山間の集落周辺で多様な森林整備を行

う事業でございますが、実施地区は、石川県の珠洲市でございます。平成７年から９

年までの３年間事業を行っております。次の頁をご覧ください。石川県の珠洲市でご

ざいますが、能登半島の北端部分にございます。次の８頁が対象区域でありまして、

具体的には、簡単なパンフレットを付けておりますが、珠洲市の珠洲県有林で行われ

ました森林の整備ということでございます。この区域は全体で９８ｈａございます。

事業内容としては造林関係の事業ということで、６頁に戻って頂きたいのですが、植

栽が１.５ｈａ、下刈が４.０ｈａ、除・間伐が６８.８ｈａ、枝打ちが３２.０ｈａ、

それから作業路なり林内作業場等を整備しているところでございます。費用対効果と

しては３.９９でございます。こういった森林整備を行ってきているわけでございま

すが、この地区では、平成８年に全国豊かな海づくり大会を実施しております。この

中で、漁民の方々が０.１５ｈａ、ケヤキの植樹をしております。その周辺にケヤキ

を植えまして、ケヤキが全体で０.６５ｈａございます。こういったケヤキの林を漁

民の森という形で整備をしまして、なおかつ、平成１１年度からは、漁民の方なり中

高生のボランティアによって下刈をしております。こういった補助事業で森林整備を

行うことが一つのきっかけになって、いわゆる町場の人達との交流の輪が広がってい

ったということでございます。６頁の④でございますが、どういうふうに変化してい

ったかということでございますが、１つは周辺地域の森林所有者の森林整備に対する

考え方も変わって、間伐率もだんだん上がってきたということもございますし、ボラ

ンティア活動等をはじめとした森林整備への関心が高まってきているということでご

ざいます。さらに、地元の珠洲市におきましては、こういった動きが一つのきっかけ

になったのだろうとは思っておりますが、平成１０年度から、国・県の補助事業を行

、 。う際に 市単独事業として上乗せ補助をしているというような状況になっております

こういったことで、補助事業全体としては、必要性、効率性、有効性ともに高いもの

があるというふうに考えております。私どもといたしましても、こういった事業を見

た上で、その結果なり評価を、更に次の事業に反映させていきたいと考えているとこ

ろでございます。簡単でございますが、以上で説明を終わらせて頂きます。

（太田座長）

どうもありがとうございました。ただいまの説明につきましてご質問、ご意見があ

りましたらお願いいたします。

では、亀山委員お願いします。
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（亀山委員）

、 。単純な感想ですが Ｂ／Ｃのベネフィットが物凄く大きいのではないでしょうか

素朴にこんなに大きいものなのかということが疑問で、こんなにベネフィットが大

きいのであれば、公共事業でやらなくても別の方法でやれば良いのではないかとい

。 、 。う話にならないのかと思います その点については 実際どうなのか教えてほしい

（整備課長）

森林整備の関係ですが、ちょっと個別的な話になるかもしれませんが、長野県の事

例につきましては、林道が開設したことによって、植栽したり、下刈や除伐といった

ことで森林に手が入る。これがかなりの量だったということもあって、結果として、

その後の公益的機能分の評価を含めて、ベネフィットが大きく出てきているだろうと

思っております。石川県の方は、どちらかというと交流が多かったということで、数

字が上がったというふうに思っております。

私どもとしては、事業規模として、中庸のものということで選んでおりますが、委

員のおっしゃることもあるのかとは思いますので、今後説明の際には留意したいと思

います。

（治山課長）

治山事業の関係ですが、便益については、いずれも洪水防止便益や災害防止便益を

経済的に換算しておりますし、実際問題として、経済的指標で測れない便益もござい

ます。そういった意味でも、公共事業ではなくて他のものでやれば良いということに

はならないと思います。そのような誤解のないようにしていきたいと思います。

（太田座長）

まさに公益的機能だろうと思いますが、Ｂ／Ｃの数字を経済的機能として他のもの

と比べた時に、きちんと評価してもらうためには、やはり評価手法が妥当かどうかと

いうところに行き着くのだろうと思います。

（野村委員）

一般の人がこの評価結果を見る場合、先程、参考資料として説明してもらったもの

は見ることができるのでしょうか。公開資料としては、どのような形で出ることにな

るのか教えてほしい。

（飯田計画課長補佐）

本日の資料につきましては、窓口において、全て閲覧することができますが、評価

結果として、インターネットに掲載しますものは、各個表までとなっております。

（野村委員）

評価個表までしか公表しないのであれば、個表の内容を一般の者がわかるように工
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夫する必要があるのではないでしょうか。先程説明があった個表のように、有効だか

ら有効であるという表現ではなく、一般の人の立場に立って書いてほしい。私として

は、林野庁の公共事業は絶大な効果があると認めるが、それを堂々ともう少し分かり

やすく、簡潔に打ち出す必要があるのではないかと思う。例えば、民有林補助治山事

業の３番の浅茅野台地の評価個表の一番下の有効性評価のところで 「今後の適切な、

保安林の適切な維持管理による保安林の機能の維持が見込まれるところであり、有効

性が認められる」と書いてあるが、読んでいて何を言いたいのかよく分からない。こ

の辺りをもう少し親切に書くべきではないでしょうか。やはりこれからは、どれだけ

一般の人に分かってもらうか、そうしなければ誰も評価書を見ないわけですから、全

体としてイメージが浮かぶように記述を工夫した方がよいと思います。

（高橋委員）

私も同じような視点からですが、治山事業と森林整備事業のＢ／ＣのＢが非常に高

いのではないかとの質問がでてくると思うので、一覧表でＢ／Ｃが１０を超えるもの

をチェックし、その原因を明らかにしておくことが必要だと思う。今回説明のあった

事例で、Ｂ／Ｃの値が高かったのは、土砂流出防備の効果が結構発現していることが

多いのではないか。そこの原単位が、こういう局所的な所に当てはめた場合、ちょっ

と高いのかもしれない。あるいは、受益面積が広すぎる、受益者が多すぎて高い効果

になるのかもしれない。そうした場合は、原単位の話ではなくて、緊急性を要すると

いう分析をしておいた方がよい。Ｂ／Ｃの値については、質問されることが多いと思

うので、その点について、手持ち資料として、整理され説明に活用した方がよいと思

います。

一方、Ｂ／Ｃが１とか２しかないところも、先程説明があった魚つき保安林のよう

なケースもあるので、計測しきれない効果があるというコメントを付けたらどうか。

そのことが重要だと思う。いまのようにＢ／Ｃが１６.１とか、ただ数字だけで書く

のではなく、その枠の中に特に著しい効果が想定される場合は、その原因を書くよう

な工夫をした方が良いと思います。

（浜田委員）

初歩的な質問で恐縮ですが、今回の評価は、誰がどのように評価しているのか、例

えば、林野庁の職員が現地に行って評価を行っているのでしょうか。この資料を見る

と林野庁が評価を行っていると受けとめてしまうのですが、それで良いか、その点を

教えてください。

（施工企画調整官）

評価の実施主体につきましては、林野庁ということになります。しかし、実際に調

査を行っているのは現場の事業担当者で、補助事業ですと、おそらく県の出先の担当

者が調査し、それを県として取りまとめ、その資料をもらって林野庁としての評価を

行っております。
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（浜田委員）

つまり、林野庁の職員が現地に行って評価を行うのではなく、県から提出されたデ

ータを見て林野庁が判断することになるのですよね。その辺のところが、資料を見た

だけでは分からなかったので、お聴きしました。評価書においては、具体的な数字だ

けでなく、誰がどのように評価したのかを分かるようにしてほしい。そうでないと、

結局自分達だけで評価を出しているように見えてしまう。これからは、第３者が評価

にどのように関与していくかが重要になってくると思います。

、 、 。もう一つ 治山事業には地元の意向という項目があるが 森林整備にはそれがない

、 、 、 、地元の意向というものも 例えば 資料の１０番で 只見町とだけ書かれていますが

今後は、町の誰がどのようにかかわっているか、もう少し具体的に書かれていたほう

がよいと思います。

（企画課長）

政策評価は、平成１２年から取り組みを始めたもので、まず基本的には、農林水産

省が農林水産省としてやってきたことを自己評価するものです。本日のように有識者

の皆様方にお集まりいただいておりますのは、私達が取り組んでいる評価のやり方に

ついて、ご意見を賜りたいという意味合いでやっております。

そのため、委員のおっしゃることにつきましては、そういうご意見もあろうかとは

、 、 、 、思いますが 今のところ 霞ヶ関全体としましても まだ自己評価の妥当性について

政策評価会の委員ないし専門部会の委員の皆様方にお伺いしているという段階でござ

います。

それと、担当者名を書くということにつきましては、組織としてやっていることか

ら、今後、どのような対応ができるか、検討を要する問題かと思います。

（浜田委員）

私は個人名を書いてくれと言ったのではなく、林野庁の職員が現地に行って評価を

やっているのか、県から提出されたもので判断しているかが、今日の資料を見ただけ

では分からなかったので、質問をしたわけです。自己評価というと、林野庁職員が現

地に行って評価をしていると思ってしまいますが、そうではなく、県から提出された

もので評価をしているということが知りたかったわけです。

（太田座長）

、 、行政としては国・県一体という意味で自己評価ということになるが 外からすると

実際、どのような形で評価が行われているのか、誰がどうやって評価をしているのか

が気になるということ。

、 、 、そのため 評価の指標が この会議等で第３者によってもチェックされているので

後は合理的な数字さえあれば、そんなにおかくないはずだということになっているの

だと思います。しかし、ぞれぞれの部分の評価で改良すべきところはあるし、評価手

法、あるいは調査のデータ取得をどう向上させていくかということについては、浜田

委員の言われたようなことがたくさんあるのではないかと思います。
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このように考えると、我々としては、結構責任が重いと感じているところです。今

日、説明があったように膨大な資料ということで、我々の力が及ばない点はあります

が。今のような意見は重要だと思います。

（野村委員）

先程、浜田委員の言われたことは、評価プロセスにおける透明性の確保のことと私

は理解している。評価書の冒頭にでも、評価の手法が分かりやすく書いてあれば、国

民の側も理解できるし、そうすればある程度イメージも描け、納得もできると思う。

なかなか難しいことだと思いますが、できるだけ透明性の確保に努めてほしいと思い

ます。

（平倉委員）

私達が、行政の人達と仕事をする時、何が一番苦労するかというと、情緒的な部分

でぶつかることが多いことです。情緒的な部分というのは、余り理論的な説明ができ

ていないので、評価軸にのってこない。やはり万人に対しては、パーセントとか、経

済効果とか、あるいは、本日説明のあった治山とか森林整備と言う外科的なものは分

かりやすいので、評価も上がってくる。そういうものが、非常に説得力を持つ世の中

ということは分かっているが、ただ、このような中で、今後、何を評価にのせていか

なければならないかというと、私としては、文化だと思っている。国土交通省におい

ては、漸く景観というものを評価軸に載せたが、それは、それまでやってきた行政の

仕事の枠から、ちょっと観点が違う新たな取り組みではないか。林野庁としても、そ

の辺の所を何とか評価に入れていけないものか。今、説明を伺っている限りでは、非

、 、 、常に説得力のある経済効果とか 人間の健康にとってどうかとか 安全であるかとか

安全率とか、そういう分かりやすい評価軸で結果を判断されようとしている感じがし

ます。その点について、林野庁としては、どのようなお考えなのでしょうか。

（計画課長）

確かに、森林の施業におきましても、市町村の整備計画の中でも、優れた景観の保

全や形成を目的とした広葉樹の施業などが位置づけられておりまして、実際のところ

は、今委員がおっしゃるようなことをやっているのですが、それをどのように評価と

していくかについては、おっしゃるとおり、どちらかというと、今の評価は、見栄え

のするものだけを価値化させてしまっている。林野庁がやっている事業が、先程言わ

れた文化的価値、その側面を一番持っており、その自負はあるのですが、その効果を

なかなか価値化できないというもどかしさを私どもも持っております。

（平倉委員）

それは多分、浜田委員が言われたように、自分達の内部だけで評価をしようとし

ているからそうなるのかもしれないと思う。第３者的な評価方法をどこかでつくっ

ていかなくてはならないと思う。私も建築研究所の委員会に出席していますが、そ

こでは内部で１回評価を行い、それを最終的にもう１度、私達のような外部のもの
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を集めて評価を行っている。これだけの資料を第３者にかけるのはとても大変なこ

とだと思いますが、いくつかやってみてこんなものなんだという場数を踏んで、評

価の基準を変えてみるとか見方をつくっていくことも必要だと思います。

（計画課長）

本日、ご説明させていただきました林野公共事業等の評価手法、具体的には評価マ

ニュアル等の作成に当たっては、外部委員会を設置しご検討を頂いております。しか

、 、 。し なかなか全てを妥当なもの 完全なものに持っていくのは難しいことであります

特に、森林の公益的機能については、日本学術会議において評価の手法を検討して頂

きましたが、そこでも、どこまでの機能について学術会議が責任を持って評価できる

のかというところで整理があり、まさしく代替が可能な効果までのところで整理され

たということになっております。私どもといたしましても、委員のおっしゃるように

努力したいと考えております。

（太田座長）

どこの部門においても、外部評価が行われるようになってきている。自己評価した

ものを外部がまた評価するということ。私も、昨年は国立大学の教育評価で、各大学

が自己評価したものを評価する委員会に参加しましたが、このような方法がいずれは

波及してくるものと思います。

森林については、やはり定性的な表現も一緒に書くことが重要で、委員が言ってい

た文化的なことも書くべきではないか。それは、評価の最初のところに必ず書いてお

く、また個表でもできるだけ書いていく。さらに一般の人に分かりやすい、役所の文

書らしくない個表をつくっていくという努力もこれからは必要ではないかと思いま

す。

（大木農林水産省政策評価会委員）

日本の地名は、難解なものもありますので、本日の資料のように地名に平仮名をふ

っているのは大変良いことだと思います。先程、野村委員が言われた分かりやすい資

料にしなければいけないというのは正にそのとおりだと思います。今回の平仮名もそ

の一つの取組だと思います。一般の者に評価結果を公表する際には、一覧表をつける

と思いますが、見て興味を持ってもらうにはこういう配慮があると良いので、今後と

も、一般の者に関心を持ってもらうような工夫を続けてほしいと思います。

（大山農林水産省政策評価会委員）

農林水産省の中でも林野庁の評価は、効果が発現するまでの期間が長い、ミクロ単

位で見た場合に効果が出てこないものもある、定量化するのが難しい等との理由で、

難しいとよく言われる。しかし、これらの点は、他の官庁にはない林野庁ならではの

。 、 、 、特徴だと思います 現時点においては 政策評価はまだ定着していないので むしろ

林野庁ならではの独自の評価を打ち出せるように頑張ってほしいと思います。
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（高橋委員）

森林の持つこのような効果を対外的に主張する場合は、全体のオーソライズされた

効果体系としてはこういうものがある、貨幣単位に置き換えられるものはここまでと

いうものを、常にワンセットつけたほうがよいと思います。それを毎年つける、この

ような資料には必ずつけることを習慣づける。そのことを常に心がけていくことが重

要だと思います。

（太田座長）

私も前から言っていると思いますが、対外的な説明資料には、そのような資料を

常につけて、森林の特徴を出していくことが必要だと思います。

本日は、期中の評価実施地区について、いずれも「継続」との実施方針であるこ

と、完了後の評価実施地区について、いずれも必要性、効率性、有効性の観点から

妥当との形で出ていますが、一応、現在までの評価につきましては、ご承認いただ

くということでよろしいでしょうか。それに加えて、表現等については、委員の方

々の意見を踏まえて必要な修正を行った上で、外に出していくということでよろし

いでしょうか。

（ 異議なし」との声あり）「

それでは、時間でございますので、議事の４のその他でございますが、今後のスケ

ジュールにつきまして、事務局より説明を願いいたします。

（企画課長）

企画課長でございます。本日はいろいろとご審議いただきましてありがとうござい

ました。本日頂きましたご意見等を踏まえまして、事業評価につきまして、新規事業

の事前評価を進めたい、それから、期中及び完了後の評価結果をとりまとめたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。なお、林野公共事業の事業評価、新

規事業の事前評価でございますが、現在作業を進めておりまして、予算成立後に公表

することとなっております。ご了解いただきますとともに、その評価結果につきまし

ては、委員の皆様方にもご報告したいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

、 、 、また 本日ご審議いただきましたこの議事録でございますが 各委員にご確認の上

公表したいということでございますので、これもご了承をお願いいたします。

次に、この専門部会でございますが、３月１３日までが任期となっているわけでご

ざいます。本日ご出席の浜田委員でございますが、ご都合により退任のお申し出を受

けております。他の委員の皆様方につきましては、引き続き委員へのご就任をぜひお

願いしたいと、このように思っております。

さらに、次回の専門部会でございますが、６月の中旬頃に開催したいと考えており

ます。これにつきましては、１５年度政策に係る実績評価のまとめにつきまして、ご

意見を賜りたいとこのように考えております。その具体的日程につきましては、後日

調整させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上で
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ございます。

（太田座長）

本日いただきました意見等を踏まえ作業等を進めて頂きたいと存じます。なお、今

後修正が生じたときの取扱いにつきましては、座長に一任頂きたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか （ 異議なし」の声）。「

ありがとうございます。

また、議事録の件につきましては、先程の事務局の説明のとおりとさせていただき

。 、 、 、ます また 次回の部会につきましては 事務局から連絡があるということですので

そのようにご承知おきいただきたいと思います。

それでは、以上をもちまして、本日の部会を閉会といたします。どうもありがとう

ございました。

－了－


